
史
料
紹
介近

世
中
期
大
坂
の
人
口

O

公
事
訴
訟
関
連
史
料

有

坂

道

子

近世中期大坂の人口・公事訴訟関連史料（宥坂）

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
・
同
四
年
（
宝
暦
元

年
）
の
大
坂
三
郷
の
人
口
、
な
ら
び
に
延
享
四
年
（
～
七
四
七
）
度
・
寛
延

三
年
度
の
公
事
訴
訟
数
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
各
二
年
分
と
い
う
隈
ら
れ

た
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
記
録
の
欠
け
て
い
た
年
度
で

あ
り
、
近
世
中
期
の
大
坂
に
お
け
る
入
口
・
公
事
訴
訟
数
の
推
移
を
追
う
上

　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　
翻
刻
に
あ
た
り
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
各
史
料
に
は
便
宜
上
史
料
番
号

を
付
け
た
。
三
郷
の
人
口
に
関
す
る
も
の
が
門
史
料
1
】
凶
史
料
2
M
、
公
事

訴
訟
数
に
関
す
る
も
の
が
【
史
料
3
】
四
史
料
4
】
で
あ
る
。
な
お
、
人
口

史
料
に
は
当
時
の
被
差
別
部
落
に
つ
い
て
の
記
載
が
含
ま
れ
る
が
、
近
世
部

落
の
人
口
動
態
を
知
る
う
え
で
も
大
切
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
、
あ
え
て
そ

の
ま
ま
翻
刻
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　
大
坂
三
郷
の
総
人
口
（
北
組
・
三
組
・
天
満
組
の
三
郷
町
中
と
そ
の
付
属

地
の
人
口
合
計
）
は
、
宝
暦
六
年
（
～
七
五
六
）
以
降
は
、
万
延
元
年
（
一

八
六
〇
）
を
除
い
て
文
久
二
年
（
｝
八
六
二
）
ま
で
、
連
年
の
数
値
が
何
ら

か
の
史
料
に
よ
り
覇
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宝
暦
五
年
以
前
に
つ
い
て
は
、

史
料
が
隈
ら
れ
断
続
的
に
し
か
分
か
っ
て
い
な
い
。
寛
文
五
年
（
一
六
六

五
）
以
降
宝
暦
五
年
ま
で
の
九
〇
年
間
で
判
明
し
て
い
る
の
は
二
二
年
分
に

と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
前
で
は
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
数
字
が
知
ら
れ

る
の
み
で
あ
る
。
困
史
料
1
】
門
史
料
2
M
の
よ
う
に
僧
や
男
女
別
の
内
訳
に

つ
い
て
分
か
る
史
料
は
さ
ら
に
限
ら
れ
る
。
現
在
分
か
る
数
値
に
よ
れ
ば
、

総
人
口
は
十
七
世
紀
後
半
に
二
〇
万
人
台
か
ら
三
〇
万
人
台
に
増
加
、
十
八

実
紀
前
半
は
三
〇
万
機
台
後
半
で
推
移
し
、
元
文
四
年
（
～
七
三
九
）
ま
で

に
四
〇
万
入
台
に
到
達
し
た
。
そ
の
後
漸
増
を
続
け
、
二
五
年
差
経
た
明
和

二
年
（
一
七
六
五
）
、
江
芦
期
を
通
じ
て
最
多
の
四
二
万
三
四
五
三
人
を
記
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録
し
て
い
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
史
料
の
示
す
寛
延
年
間
と
い
う
の
は
、
四

〇
万
人
を
超
え
た
人
ロ
が
微
増
・
微
減
を
繰
り
返
し
つ
つ
も
ピ
ー
ク
に
向
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
上
昇
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。

　
【
史
料
1
】
四
史
料
2
】
に
は
、
寛
延
三
・
四
年
の
入
口
お
よ
び
そ
の
内

訳
と
と
も
に
、
前
年
と
比
較
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
増
減
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
記
載
に
よ
っ
て
寛
延
二
年
の
人
ロ
に
つ
い
て
も
推
算
が
可
能
で
あ
る
。
例

え
ば
、
寛
延
三
年
の
総
人
口
四
〇
万
三
九
〇
六
人
は
、
前
年
九
月
以
来
二
四

〇
人
の
減
少
と
な
っ
て
お
り
、
寛
延
二
年
九
月
時
点
で
は
四
〇
万
四
一
四
六

人
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
寛
延
二
年
の
人
闘
に
つ
い
て
は
従
来
か

ら
知
ら
れ
た
史
料
、
㎎
松
平
石
見
守
殿
御
初
入
二
付
差
出
御
覚
書
』
（
以
下

　
　
　
　
　
③

『
覚
書
漏
と
略
）
が
あ
り
、
こ
の
数
字
は
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
数
字
と
全
く

同
数
で
あ
る
。
こ
の
『
覚
書
』
と
い
う
の
は
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に

松
平
石
見
守
滋
強
（
貴
弘
）
が
大
坂
西
町
奉
行
に
就
任
し
た
際
、
管
内
の
状

況
に
つ
い
て
大
坂
町
奉
行
所
側
が
調
査
し
報
告
し
た
も
の
（
写
し
）
で
、
こ

の
な
か
に
「
大
坂
三
郷
井
兵
庫
・
西
宮
人
数
年
々
改
」
の
項
目
が
あ
り
、
寛

文
九
年
（
一
六
六
九
）
か
ら
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
ま
で
は
一
〇
年
ご
と

の
、
同
九
年
か
ら
天
明
七
年
ま
で
は
毎
年
の
、
大
坂
三
郷
総
入
口
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
。
薪
任
の
町
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
と
し
て
確
か
な
内
容
を

持
つ
史
料
で
あ
り
、
こ
の
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
も
今
回
紹
介
す
る
史

料
が
信
頼
し
う
る
史
料
で
あ
る
と
考
え
る
。
寛
延
二
年
の
推
定
人
口
を
加
え
、

史
料
の
数
字
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。

　
東
西
両
本
願
寺
下
の
寺
院
に
関
係
す
る
人
数
は
、
三
郷
人
数
の
う
ち
に
数

え
ら
れ
る
た
め
、
史
料
に
あ
る
僧
の
数
は
、
両
本
願
寺
下
の
寺
院
を
除
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

寺
町
の
僧
侶
数
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
西
成
郡
椴
多
村
」
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
人
数
は
、
摂
津
役
人
村
と
し
て
知
ら
れ
天
満
組
に
属
し
て
い
た
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

成
郡
渡
辺
村
の
も
の
で
あ
る
。

　
史
料
中
に
あ
る
小
浜
周
防
守
は
東
町
奉
行
を
つ
と
め
た
小
浜
隆
品
で
、
延

享
三
年
目
一
七
四
六
）
四
月
に
町
奉
行
に
就
任
し
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五

四
）
正
月
に
旗
奉
行
に
転
出
し
た
。
ま
た
、
申
山
彦
江
守
は
西
町
奉
行
を
つ

と
め
た
中
山
時
庸
で
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
三
月
に
西
町
奉
行
に
就
任

し
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
七
月
勘
定
奉
行
に
転
出
し
て
い
る
。

　
門
史
料
3
】
【
史
料
4
】
は
、
大
坂
町
奉
行
所
が
一
年
間
に
扱
っ
た
公
事

訴
訟
、
す
な
わ
ち
公
事
（
い
わ
ゆ
る
刑
事
訴
訟
）
と
訴
訟
・
願
事
（
民
事
訴

訟
）
の
数
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
史
料
の
数
字
を
表
に
し
た
も
の
が
表
2
、

十
八
世
紀
に
お
い
て
年
間
の
公
事
訴
訟
法
が
分
か
っ
て
い
る
年
度
と
あ
わ
せ

て
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
3
で
あ
る
。
表
か
ら
は
、
訴
訟
数
の
微
滅
と
公
事

数
の
激
増
が
う
か
が
え
る
。

　
史
料
中
の
久
松
筑
後
守
は
西
町
奉
行
を
つ
と
め
た
久
松
定
郷
で
、
延
享
元

年
（
一
七
四
四
）
九
月
町
奉
行
に
就
任
し
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
三
月

作
事
奉
行
に
転
出
し
た
。
久
松
の
後
を
う
け
て
前
述
の
中
山
時
借
が
西
町
奉
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近世中期大坂の入口・公事訴訟関連史料（有坂）

行
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
坂
町
奉
行
所
寺
社
役
の
勤
め
方
を
載
せ
る
文
政
五
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

八
○
八
）
「
寺
社
方
役
儀
勤
書
」
（
『
町
奉
行
所
旧
記
二
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
き

大
坂
で
は
宗
門
人
別
帳
と
は
別
に
宗
旨
巻
が
作
成
さ
れ
、
十
月
始
め
に
町
奉

行
所
へ
提
出
さ
れ
た
。
町
奉
行
所
の
方
で
は
寺
社
役
が
こ
れ
を
受
け
取
り
、

総
人
数
を
書
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
町
奉
行

名
で
作
成
さ
れ
た
も
の
が
【
史
料
1
】
門
史
料
2
】
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
公
事
・
訴
訟
数
は
寺
社
役
が
取
り
調
べ
、
大
坂
城
代
へ
書
き
上
げ
、
毎

年
四
月
に
前
年
度
一
年
分
の
数
を
幕
府
へ
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

【
史
料
3
】
門
史
料
4
】
は
、
二
月
と
い
う
日
付
か
ら
、
お
そ
ら
く
寺
社
方

で
と
り
ま
と
め
た
数
を
町
奉
行
名
で
城
代
へ
報
告
し
た
際
の
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
今
回
紹
介
す
る
史
料
が
、
町
奉
行
所
側
、
城
代
側
、
ど
ち
ら
で
作
成

さ
れ
た
写
し
な
の
か
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で

三
郷
人
口
や
公
事
訴
訟
数
を
知
る
史
料
と
し
て
は
、
覚
書
と
し
て
ま
と
め
写

し
た
も
の
に
多
く
頼
っ
て
お
り
、
一
次
史
料
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
か
た
ち

を
と
る
当
該
史
料
は
、
今
後
検
討
を
加
え
る
上
で
重
要
な
史
料
と
な
る
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。

①
福
井
県
小
浜
市
長
井
健
一
氏
所
蔵
「
小
堂
嘉
兵
衛
家
文
書
」
の
う
ち
。
こ
の
史

　
料
を
御
紹
介
下
さ
っ
た
の
は
、
藤
井
譲
治
先
生
で
あ
る
。
史
料
の
詳
し
い
伝
来
経

　
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
次
述
の
点
か
ら
信
頼
で
き
る
史
料
内
容
と
判
断

　
し
た
。

②
大
坂
三
郷
の
入
日
推
移
に
関
し
て
は
『
新
修
大
阪
市
史
睡
第
四
巻
（
大
阪
市
、

　
～
九
八
○
）
に
詳
し
く
、
本
稿
も
そ
れ
に
多
く
依
っ
て
い
る
。

③
大
阪
市
史
史
料
第
十
五
輯
『
大
坂
町
奉
行
管
内
要
覧
－
松
平
石
見
守
殿
御
初

　
議
了
付
差
出
御
要
害
・
地
方
役
手
鑑
1
⊥
（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
八
○
）

　
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
『
覚
香
』
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
人
口
資
料
に
つ
い

　
て
は
同
書
解
題
に
詳
し
い
。

④
『
地
方
役
手
鑑
』
（
成
立
は
元
禄
年
聞
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
。
翻
刻
は
注

　
③
参
照
）
。
寺
町
の
僧
侶
数
は
、
元
禄
一
六
年
（
～
七
〇
三
）
か
ら
元
文
元
年

　
（
一
七
三
六
）
で
は
、
八
五
〇
人
（
元
禄
一
六
年
）
か
ら
一
〇
〇
九
人
（
享
保
六

　
年
、
　
七
二
～
）
の
幅
が
あ
る
。
『
大
阪
市
史
』
第
一
（
大
阪
市
役
所
、
一
九
一

　
三
。
清
文
堂
出
版
復
刻
、
一
九
七
八
）
六
〇
二
頁
の
表
参
照
。

⑤
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
三
巻
八
四
〇
頁
表
「
大
坂
王
郷
お
よ
び
渡
辺
村
の
人
口

　
変
動
」
参
照
。
な
お
、
本
表
中
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
寛
延
三
年
の
渡
辺
村
人
数

　
「
箒
二
五
八
」
は
、
【
史
料
ユ
】
に
よ
り
寛
延
二
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寛
延

　
三
年
と
さ
れ
た
の
は
『
浪
速
濫
膓
記
』
の
記
載
が
根
拠
で
あ
る
よ
う
だ
が
（
盛
田

　
嘉
徳
『
摂
津
役
人
村
文
書
h
大
阪
市
浪
速
同
和
教
育
推
進
協
議
会
、
～
九
七
〇
）
、

　
『
浪
速
濫
膓
記
』
は
後
年
に
成
立
し
た
写
本
で
あ
り
、
内
容
に
も
誤
り
が
目
に
付

　
く
も
の
で
、
本
書
の
記
載
を
も
っ
て
寛
延
三
年
の
数
字
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
。

⑥
大
阪
市
史
史
料
第
四
十
一
輯
『
大
坂
町
奉
行
所
旧
記
（
上
）
』
（
大
阪
市
史
編
纂

　
所
、
一
九
九
四
）
所
収
。
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【
史
料
↓

（
端
裏
書
）

　
「
大
坂
三
郷
町
中
拝
寺
社
人
数
高
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
浜
周
防
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
遠
江
守

　
（
一
七
五
〇
）

　
寛
延
三
庚
午
年
十
月
大
坂

　
三
郷
町
中
井
大
坂
附
之
寺
社

　
人
数
覚

都
合
四
拾
万
七
百
拾
人

　
　
前
年
巳
九
月
以
後
二
百
七
拾
八
入
減

　
　
内

僧
九
百
八
拾
八
人

　
　
　
巳
九
月
以
後
三
人
滅

男
　
二
拾
皿
万
七
千
六
百
拾
四
人

　
　
　
巳
九
月
以
後
二
拾
三
人
増

女
拾
八
万
二
千
百
八
人

　
　
　
巳
九
月
以
後
　
一
百
九
拾
八
人
減

」

外
二

　
　
摂
州
西
成
郡
機
多
村
人
数

合
三
千
百
九
拾
六
入

　
　
　
巳
九
月
以
後
三
拾
八
人
増

　
　
内

　
男
　
千
七
百
七
人

　
　
　
巳
九
月
以
後
三
拾
六
人
増

　
女
千
四
百
八
拾
九
人

　
　
　
巳
九
月
以
後
二
人
増

惣
人
数
合
四
拾
万
三
千
九
百
六
人

　
　
巳
九
月
以
後
二
百
四
拾
人
減

　
内

　
　
僧
　
九
百
八
拾
八
人

　
　
　
　
　
巳
九
月
以
後
三
人
減

　
　
男
　
二
拾
～
万
九
千
三
百
二
拾
一
人

　
　
　
　
　
巳
九
月
以
後
五
拾
九
人
増

　
　
女
　
拾
八
万
三
千
五
百
九
拾
七
人

　
　
　
　
　
巳
九
月
以
後
二
百
九
拾
六
人
減

右
之
逓
御
座
候
以
上
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近世中期大坂の人口・公事訴訟関連史料（有坂）

午
十
月

月
番

　
小
浜
周
防
守

　
申
山
遠
江
守

門
史
料
2
】

（
端
裏
書
）

　
「
　
大
坂
三
郷
町
中
拝
寺
社
人
数
高
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
浜
周
防
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
遠
江
守

（一

ｵ
五
一
、
十
月
二
十
七
日
宝
暦
に
改
元
）

寛
延
四
辛
未
年
十
月
改
大
坂
三
郷

町
中
拝
大
坂
附
之
寺
社
人
数
覚

都
合
四
拾
万
三
千
四
百
五
拾
七
人

　
前
年
午
九
月
以
後
二
千
七
百
四
拾
七
人
増

　
　
内

僧
　
九
百
九
拾
一
人

　
　
　
隼
九
月
以
後
三
人
増

男
　
二
拾
｝
万
八
千
八
百
入
拾
一
人

」

女外
二

　
午
九
月
以
後
千
二
百
六
拾
七
人
増

拾
八
万
三
千
五
百
八
拾
五
人

　
午
九
月
以
後
千
四
百
七
拾
七
人
増

　
　
摂
州
西
成
郡
臓
多
村
人
数

合
三
千
二
百
六
拾
人

　
葡
年
午
九
月
以
後
六
拾
四
人
増

　
　
内

男
　
千
七
百
四
拾
　
人

　
　
　
午
九
月
以
後
三
拾
四
入
増

女
　
千
五
百
拾
九
入

　
　
　
午
九
月
以
後
三
拾
人
増

惣
人
数
合
四
拾
万
六
千
七
百
拾
七
人

　
午
九
月
以
後
二
千
八
百
拾
一
人
増

　
　
内

僧
　
九
百
九
拾
一
人

　
　
　
午
九
月
以
後
三
人
増

男
　
二
拾
二
万
六
百
二
拾
二
人

　
　
　
午
九
月
以
後
千
三
百
一
人
増

女
拾
八
万
五
千
百
四
人
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午
九
月
以
後
千
五
百
七
人
好

右
之
通
御
座
候
以
上

　
　
未
十
月
　
　
　
　
　
　
　
小
浜
周
防
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
遠
江
守

【
史
料
3
】

（
端
裏
書
）

　
「
去
卯
年
中
訴
訟
願
事
公
事
高
書
付

　
　
□
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
久
松
筑
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
浜
周
防
守

　
　
（
延
享
四
年
、
一
七
四
七
）

　
　
去
卯
正
月
6
同
十
二
月
迄

一
訴
訟
拝
願
事
高
一
万
七
百
二
拾
王

　
　
　
内

　
　
㎜
悶
百
山
井
面
川
園
　
　
　
　
　
　
未
皿
循

　
　
　
是
者
当
時
日
切
申
付
置
又
者
遠
国

」

　
　
　
出
入
病
気
之
者
有
之
追
々
呼
出
申
候

一
公
事
古
阿
工
千
⊥
ハ
拾
～
二

　
　
　
内

　
　
八
ツ
　
　
　
　
　
　
　
未
済

　
　
　
是
者
当
時
吟
味
中
又
者
吟
味
日
延

　
　
　
相
願
日
切
を
銭
差
延
置
拝
遠
国
之
者

　
　
　
掛
り
合
有
之
及
延
引
候
分

右
訴
訟
願
事
公
事
共
二
未
済
之
外

不
残
相
済
申
候
以
上

　
　
　
（
寛
延
元
年
、
一
七
四
八
）

　
　
　
辰
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
松
筑
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
浜
周
防
守

凶
史
料
4
】

（
端
裏
書
）

　
「
去
午
年
中
訴
詔
願
事
公
事
高
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
浜
周
防
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
由
遠
江
守

」
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近世中期大坂の人口・公事訴訟関連史料（有坂）

右
訴
詔
願
事
公
事
二
二
未
済

之
外
不
残
土
済
申
候
以
上

　
　
　
（
宝
暦
元
年
、
一
七
五
一
）

　
　
　
未
二
月

小
浜
周
防
守

中
山
遠
江
守

訴
詔
井
願
事
高
九
千
四
百
八
二
七

　
　
内

　
四
百
九
拾
六
　
　
　
　
　
未
済

　
　
卜
者
当
時
日
切
申
付
置
仁
者
遠
国

　
　
出
入
病
気
仁
者
有
之
追
々
呼
出
申
候

公
事
高
二
千
拾
四

　
　
内

　
拾
二
　
　
　
　
　
　
　
未
済

　
　
儒
者
当
時
吟
味
中
又
者
吟
味
臼
延

　
　
相
願
日
切
を
以
差
日
置
及
延
引
一
分

（
寛
延
三
年
、
一
七
五
〇
）

去
午
正
月
6
同
十
二
月
迄

表1　大坂三郷人目

　　　巳

ｰ延2（1749）

i翌年値より逆算）

　　　　　　午

O年比i

　　　　　　未

　　　　…前年比　　　　…

僧 991 一3i　　988 ＋3i　991
　　　男

@　小計

　　　2ユ7，591

@　　219，262

　÷23i　217，614
E36i　1，・・7’…’………r…’”……………　＋59i　　　　　　219，321

＋1・267i　218・881
@　＋34i　　1，741一一一一一一一一一一一…÷…一一一一一…一一一一一一一一一一一

@＋1，301i　220，622
@　　　i

　　　女

@　小計

　　　182，406

@　　183，893

一298i182・1・8　＋2i　　l，489 　＋L477　i　183，585　　　　3　　＋301　　　1，519，＿＿＿＿↓．＿．＿＿＿＿＿　　　　脚　＋1，5071　　185，玉04

……’『…… �黶c9……………’

@一296i　l83，597 …

　人数計

@多村人数計

400，988

@3，158

一278i…，71・÷38　i　　3，196　　　1

＋2・747i　403・457
@＋64i　　3，260　　　ぴ

総計 404，146
一240i　403，906　　　；

＋2，811i　406，7エ7
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表2　訴訟・願事・公事数

延享4（1747） 寛延3（1750）

訴訟・願事高

iうち未済）

10，723

@（465）

9，487

i496）

公事高

iうち二四）

2，063

@（8）

2，014

@（12）

（史料の順序に従い訴訟・公事の順とした。表3も同じ）

表3　18世紀の公事訴訟数

（
京
都
橘
女
子
大
学
文
学
部
講
師

訴訟数 公事数

@　　10，152 @　　　　405元文2（1737）

延享4（1747） ユ0，723 2，063

寛延3（1750） 9，487 2，014

@　　12，715 @　　　3，570@天明5（1785）

@天明6（1786） P0，718

　　　P　　，　　P　　，　　P　　・　　曹

Q，560

（『大阪市史』第一をもとに作成）
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